
イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

相　
談

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

治
療
に
つ
き
上
限
７
万
５
０
０
０
円　

※
他
の
治
療
ス
テ
ー
ジ「
Ａ
」「
Ｂ
」「
Ｄ
」

「
Ｅ
」は
従
来
通
り
上
限
15
万
円　
▽
人

工
授
精
費（
健
康
保
険
適
用
外
）＝
医
師

が
必
要
と
判
断
し
、
治
療
し
た
方
は
通

算
２
年
間
か
ら
５
年
間
に
延
長　
▽
一

般
不
妊
治
療
費（
健
康
保
険
適
用
）＝
変

更
な
し　
�
保
健
予
防
課
、各
保
健（
福

祉
）セ
ン
タ
ー
へ
。
※
申
請
書
な
ど
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

�
保
健
予
防
課（
☎
231−

１
４
０
７
）

ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
・
子
宮
け
い

が
ん
予
防
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
化

　
平
成
25
年
度
よ
り
ヒ

ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌

と
子
宮
け
い
が
ん
予
防

ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予
防

接
種
と
な
り
ま
し
た
。

県
外
で
の
接
種
を
希
望
す
る
場
合
、
事

前
に
相
談
を
。
※
開
始
年
齢
や
ワ
ク
チ

ン
の
種
類
に
よ
っ
て
回
数
や
間
隔
が
異

な
り
ま
す
。
対
象
年
齢
や
規
定
の
接
種

間
隔
を
過
ぎ
る
と
有
料
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
注
意
を

�
下
関
市
に
住
民
票
を
有
す
る
次
の
方

▽
ヒ
ブ
・
小
児
用
肺
炎
球
菌
＝
生
後
２

カ
月
～
５
歳
未
満　
▽
子
宮
け
い
が
ん

予
防
＝
小
学
６
年
生
～
高
校
１
年
生
に

相
当
す
る
年
齢
の
女
子　
�
市
内
の
予

防
接
種
実
施
医
療
機
関（
詳
細
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
参
照
）　

※
必
ず
医
療
機
関

に
予
約
の
電
話
を
し
、
母
子
健
康
手
帳

の
持
参
を

�
保
健
予
防
課（
☎
231−

１
５
３
０
）　

母
親
学
級

�
６
月
12
・
19
日　
午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分（
２
回
１
コ
ー
ス
）　
�
豊
浦

保
健
セ
ン
タ
ー　
�
▽
12
日
＝
妊
婦
さ

ん
の
食
事
、
妊
娠
中
の
過
ご
し
方
、
出

産
の
は
な
し　
▽
19
日
＝
歯
の
は
な
し
、

赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方　
�
母
子
健
康
手
帳

�
健
康
づ
く
り
課（
☎
231−

１
４
４
７
）

犬
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

　
こ
れ
か
ら
の
時
期
、
飼
い
犬
が
花
火

や
雷
に
驚
き
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て
逸
走

す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
ま
す
。
飼
い

主
は
次
の
こ
と
に
十
分
注
意
を
。

▽
首
輪
が
抜
け
な
い
よ
う

定
期
的
に
点
検
す
る（
指

が
２
本
入
る
程
度
ま
で
首

輪
を
し
っ
か
り
し
め
る
）　
▽
リ
ー
ド
・

鎖
が
外
れ
た
り
切
れ
な
い
よ
う
定
期
的

に
点
検
す
る　
▽
鑑
札
や
注
射
済
票
を

首
輪
に
付
け
る（
室
内
犬
も
必
要
）　
▽

門
な
ど
破
損
し
て
い
る
所
は
修
復
し
、

し
っ
か
り
と
施
錠
す
る　
▽
塀
を
飛
び

越
え
な
い
よ
う
足
場
に
な
る
よ
う
な
も

の
は
片
付
け
る　
▽
犬
が
逃
げ
た
時
、

保
護
し
た
方
が
す
ぐ
連
絡
で
き
る
よ
う

迷
子
札
な
ど
を
装
着
す
る　
※
飼
い
犬

が
い
な
く
な
っ
た
場
合
や
、
迷
い
犬
を

保
護
し
た
場
合
は
動
物
愛
護
管
理
セ
ン

タ
ー
に
連
絡
を

�
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
（
☎
263−

１
１
２
５
）

不
妊
治
療
費
の
助
成
に

 

一
部
変
更
が
あ
り
ま
す

�
市
内
在
住
で
、
平
成
25
年
４
月
以
降

に
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
戸
籍
上
の

夫
婦（
夫
婦
合
算
の
前
年
度
の
所
得
金
額

〈
控
除
後
〉が
730
万
円
未
満
の
場
合
）　
�

平
成
26
年
３
月
31
日（
月
）ま
で　
�
変

更
内
容　
▽
特
定
不
妊
治
療
費（
健
康
保

険
適
用
外
の
体
外
受
精
・
顕
微
授
精
）＝

治
療
ス
テ
ー
ジ「
Ｃ
」と「
Ｆ
」は
１
回
の

福
祉・医
療

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

　
児
童
手
当
を
受

け
て
い
る
方
は
、

送
付
さ
れ
た
現
況

届
の
提
出
を
。
届

け
出
が
遅
れ
る
と
、

手
当
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

�
児
童
手
当
受
給
者（
15
歳
に
な
っ
て

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
。
公
務
員
を
除
く
）　
�
現

況
届
、
印
鑑
、
請
求
者
本
人
の
健
康
保

険
証
の
写
し（
国
民
年
金
加
入
者
を
除
く
）

▽
平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

れ
た
方
は
、
平
成
25
年
度
所
得
課
税
証

明
書　
※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出

書
類
あ
り　
�
６
月
３
日
～
28
日
に
、

こ
ど
も
家
庭
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
各
支
所
へ
。
※
公
務
員
は
原
則
、

勤
務
先
で
手
続
き

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
９
２
８
）

ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
ふ
れ
あ
い
の
会

�
０
歳
～
未
就
学

児
の
親
子
、
妊
婦

と
そ
の
夫　
※
対

象
児
以
外
の
子
ど

も
も
可　
�
６
月
９
日
、
７
月
７
日　

▽
第
１
部
＝
午
前
10
時
～
11
時　
▽
第

２
部
＝
午
前
11
時
～
正
午　
�
ひ
か
り

童
夢　
�
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
手
遊

び
、
月
齢
に
応
じ
た
絵
本
の
紹
介
な
ど

※
全
体
へ
の
読
み
聞
か
せ
は
各
回
30
分

�
こ
ど
も
家
庭
課（
☎
231−

１
３
５
３
）

保
険・年
金

後
期
高
齢
者
医
療
の
入
院
時
食

事
代
等
減
額
制
度
の
申
請
を

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院

時
の
食
事
代
が
安
く
な
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。
申
請
月
以
前
の
入
院
や
申
請
月

内
で
も
す
で
に
退
院
さ
れ
た
場
合
は
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
事
前
に
申
請
を
。

�
▽
適
用
期
間
＝
申
請
月
の
１
日
～
７

月
31
日　
�
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
、
印
鑑
、
過
去
１
年
間
の
入
院
領

収
書
、
年
金
証
書（
老
齢
福
祉
年
金
受

給
者
の
み
）　
�
保
険
年
金
課
、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

�
保
険
年
金
課（
☎
231−

１
３
０
６
）、 

各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の
た
め
の

所
得
の
申
告
を

　
平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
算
定
な
ど
の
た
め
、
後
期
高
齢
者

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
３
）

▽
豊
田（
☎
766−

２
１
８
０
）

▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
２
３
）

▽
豊
北（
☎
782−

１
９
２
２
）

場　　所 日 曜
10：00

〜

12：00

13：00

〜

15：00
勝 山 公 民 館 4 火 育 健・骨※1
彦島保健センター 5 水 健・骨※1
豊北保健福祉センター 7 金 育
豊田子育て支援センター 11 火 育
清 末 公 民 館 13 木 育
小 月 公 民 館 14 金 健・骨
六連島漁村センター 14 金 健
北 部 公 民 館 19 水 育※2
安 岡 公 民 館 25 火 健・骨
豊田保健福祉センター 25 火 健
吉 田 公 民 館 27 木 育・健・骨
菊川保健センター 27 木 育
山陽保健センター 28 金 育 健
豊浦保健センター 28 金 育

育児・健康相談（6月）
�下表の通り　�相談担当者＝保健師など
※育児相談は母子健康手帳を持参
�健康づくり課（☎231-1447）
育…育児相談、健…健康相談、骨…骨量測定
※1…13:30～15:00、※2…13:30～15:30

16平成25年６月号


